
新規創業者の皆さんを応援します！   
 

 

 

 
 
綾部市では、京都府又は日本政策金融公庫の創業資金関連融資を利用して、新たに 

創業される意欲のある方を支援するため、奨励金を交付する制度を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●交付対象者 

  個人又は新たに設立した法人・組合で、これから事業を開始、又は事業開始

後１年未満の方で、下記のいずれにも該当する方です。 
 

  ① 下記の創業資金関連融資制度を利用された方。 

  ② 事業を開始する日までに綾部市内に事業所等を設置する予定の方又は 

   現に事業所等を設置している方。（仮設テント・仮店舗は対象外） 

  ③ 開始する事業の業種が、京都信用保証協会の保証対象業種である方。 

  ④ 当奨励金の交付を受けたことがない方。 
 
●創業資金関連融資制度 
 

京   都   府 創業支援資金 創業型 

日本政策金融公庫  開業にかかる融資 
 
●奨励金の額 

  融資制度による貸付けを受けた資金の額に前年度１月１日の長期プライムレ

ートを乗じた額です。（限度額３０万円） 
 
●その他 

 (１)交付申請書の内容について、金融機関に確認する場合があります。 

 (２)奨励金の交付を受けてから２年以内に下記のいずれかに該当した場合は、 

原則として奨励金を返還していただきます。 
 

① 事業を１か月以上休止、又は廃止した場合。 

② 事業所等の所在地が綾部市内でなくなった場合。 

③ 事業を変更し、変更後の事業の業種が京都信用保証協会の保証対象業種で 

なくなった場合。 

 
 
お問い合わせ先 

 ＜融資制度について＞ 

  ・京都府中丹広域振興局農商工連携・推進課 （０７７３）６２－２５０６ 

  ・日本政策金融公庫 舞鶴支店       （０７７３）７５－２２１１ 

 ＜奨励金について＞ 

・綾部市農林商工部 商工労政課 商業担当  （０７７３）４２－４２６３ 

 


